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令和6年4月23日

質　　　問 回　　　答

1

門真市契約規則第21条（1）に該当する場合、
契約保証金が免除されると思いますが、その場
合の契約実績の提出は落札後との認識で宜しい
でしょうか。
また契約実績の対象は、「過去2箇年の間に地
方自治体と同種同規模の契約を２回以上にわ
たって締結し、これらを全て誠実に履行し、か
つ、契約を履行しないこととなるおそれがない
と認められるとき。」とありますが、2年間で
履行開始且つ履行満了している賃貸借契約はな
いと思われる為、過去2年間で履行開始してお
り現在履行中の契約であれば問題ないでしょう
か。ご教授のほどよろしくお願いいたします。

契約保証金免除申請書の２ページ目下段に記載
しているとおりです。
※「過去２箇年の間」とは、契約を締結しよう
とする日を起算日とし、過去２箇年の間に、契
約締結及び履行が完了したものとする。それ以
外は認められません。」

2 入札金額は総額（税抜）で宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。

3

借入期間満了時のデータ消去対象機器は、防犯
カメラ内の映像記録装置、PCの記憶媒体のみと
の認識で宜しいでしょうか。また、データ消去
方法や消去場所は、受注者指定との認識で宜し
いでしょうか。差異がございましたらご教授お
願いいたします。
※データ消去実施場所、データ消去方法等

受注者指定の認識で問題ございませんが、デー
タ消去対応報告書等の提出を求めます。

4
データ消去対応後報告書等の提出は必要でしょ
うか。

お見込みのとおりです。

5
本件のお支払いは毎年度4月末の認識でよろし
いでしょうか。
※最終お支払いは令和11年10月末日

請求書受領後から30日以内にお支払となりま
す。

6
期間終了時の機器取り外しには、表示看板及び
周辺看板は含まない認識でよろしいでしょう
か。

一度設置した箇所については、更新となってい
くため、周辺看板の撤去はございません。表示
看板については、カメラ機器と一体化されてい
ますので、撤去となります。

7

8
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